
給実甲第１３３８号

令和７年２月１２日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第３４２号の一部改正について（通知）

給実甲第３４２号（行政職俸給表㈡の適用を受ける技能職員の号俸の決定につ

いて）の一部を下記のとおり改正したので、令和７年４月１日以降は、これに

よってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定（前書きを含む。以下同じ。）の傍線を

付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げ

る規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの

は、これを削る。

改 正 後 改 正 前

人事院規則９―８（初任給、昇 人事院規則９―８（初任給、昇

格、昇給等の基準）（以下「規則」 格、昇給等の基準）（以下「規則」

という。）別表第２の行政職俸給表 という。）別表第２の行政職俸給表

㈡初任給基準表の備考第１項第１号 ㈡初任給基準表の備考第１項第１号

に該当する職員となった者の初任給 に該当する職員（以下「技能職員」



の決定について、下記に掲げるよう という。）となった者の初任給の決

な基準を定めた場合は、規則第１８ 定について、下記に掲げるような基

条の規定に基づく人事院の承認が 準を定めた場合は、規則第１８条の

あったものとして取り扱うことがで 規定に基づく人事院の承認があった

きることとしたので通知します。 ものとして取り扱うことができるこ

なお、これに伴い、給実甲第２８ ととしたので通知します。

１号（行政職俸給表㈡の適用を受け なお、これに伴い、給実甲第２８

る技能免許所有職員の俸給月額の決 １号（行政職俸給表㈡の適用を受け

定について）及び給実甲第２９５号 る技能免許所有職員の俸給月額の決

（電話交換手の俸給月額の決定につ 定について）及び給実甲第２９５号

いて）は廃止します。 （電話交換手の俸給月額の決定につ

いて）は廃止します。

記 記

（削る） １ 電話交換手

行政職俸給表㈡初任給基準表の

備考第１項第１号の(1)に該当す

る者（以下「電話交換手」とい

う。）であって、同表の学歴免許

等欄の「中学卒」の区分の適用を

受けるもののうち職務の級を行政

職俸給表㈡の１級に決定された者

の初任給は、規則第１５条第１項

中「その者の経験年数のうち５年

を超える経験年数（第２号又は第



４号に掲げる者で人事院の定める

職務の級に決定されたものにあつ

ては当該各号に定める経験年数と

し、職員の職務にその経験が直接

役立つと認められる職務であつて

人事院の定めるものに従事した期

間のある職員の経験年数のうち部

内の他の職員との均衡を考慮して

各庁の長が相当と認める年数を除

く。）の月数にあつては、１８

月」とあるのは、「その者の経験

年数のうち５年を超え８年までの

経験年数（職員の職務にその経験

が直接役立つと認められる職務で

あつて人事院の定めるものに従事

した期間のある職員の経験年数の

うち部内の他の職員との均衡を考

慮して各庁の長が相当と認める年

数を除く。）の月数については１

５月、８年を超える経験年数（職

員の職務にその経験が直接役立つ

と認められる職務であつて人事院

の定めるものに従事した期間のあ

る職員の経験年数のうち部内の他

の職員との均衡を考慮して各庁の

長が相当と認める年数を除く。）



の月数については１８月」と読み

替えて同項の規定を適用した場合

に得られる号俸とすることができ

る。

１ 一般技能職員 ２ 一般技能職員

一 行政職俸給表㈡初任給基準表 一 行政職俸給表㈡初任給基準表

の備考第１項第１号の(2)、 の備考第１項第１号の(2)、

(3)、(4)又は(7)に該当する者 (3)、(4)又は(7)に該当する者

（次項に該当する者を除く。以 （次項に該当する者を除く。以

下「一般技能職員」という。） 下「一般技能職員」という。）

であって、同表の学歴免許等欄 のうち職務の級を行政職俸給表

の「高校卒」の区分に属する学 ㈡の１級に決定された者の初任

歴免許等の資格を有するものの 給は、規則第１５条第１項中

うち職務の級を行政職俸給表㈡ 「その者の経験年数のうち５年

の１級に決定された者の初任給 を超える経験年数（第２号又は

は、規則第１５条第１項中「そ 第４号に掲げる者で人事院の定

の者の経験年数のうち５年を超 める職務の級に決定されたもの

える経験年数（第２号又は第４ にあつては当該各号に定める経

号に掲げる者で人事院の定める 験年数とし、職員の職務にその

職務の級に決定されたものにあ 経験が直接役立つと認められる

つては当該各号に定める経験年 職務であつて人事院の定めるも

数とし、職員の職務にその経験 のに従事した期間のある職員の

が直接役立つと認められる職務 経験年数のうち部内の他の職員

であつて人事院の定めるものに との均衡を考慮して各庁の長が

従事した期間のある職員の経験 相当と認める年数を除く。）の

年数のうち部内の他の職員との 月数にあつては、１８月」とあ



均衡を考慮して各庁の長が相当 るのは、「行政職俸給表㈡初任

と認める年数を除く。）の月数 給基準表の学歴免許等欄の「高

にあつては、１８月」とあるの 校卒」の区分の適用を受ける者

は、「行政職俸給表㈡初任給基 のうち、当該区分に対応する初

準表の学歴免許等欄の「高校 任給欄の号俸を受ける者（同表

卒」の区分に対応する初任給欄 の備考第６項の規定の適用を受

の号俸を受ける者（同表の備考 ける者を除く。）にあっては、

第６項の規定の適用を受ける者 その者の経験年数のうち５年を

を除く。）にあっては、その者 超え７年までの経験年数（職員

の経験年数のうち５年を超え７ の職務にその経験が直接役立つ

年までの経験年数（職員の職務 と認められる職務であつて人事

にその経験が直接役立つと認め 院の定めるものに従事した期間

られる職務であつて人事院の定 のある職員の経験年数のうち部

めるものに従事した期間のある 内の他の職員との均衡を考慮し

職員の経験年数のうち部内の他 て各庁の長が相当と認める年数

の職員との均衡を考慮して各庁 を除く。）の月数については１

の長が相当と認める年数を除 ５月、７年を超える経験年数

く。）の月数については１５ （職員の職務にその経験が直接

月、７年を超える経験年数（職 役立つと認められる職務であつ

員の職務にその経験が直接役立 て人事院の定めるものに従事し

つと認められる職務であつて人 た期間のある職員の経験年数の

事院の定めるものに従事した期 うち部内の他の職員との均衡を

間のある職員の経験年数のうち 考慮して各庁の長が相当と認め

部内の他の職員との均衡を考慮 る年数を除く。以下「７年超経

して各庁の長が相当と認める年 験年数」という。）の月数につ

数を除く。以下「７年超経験年 いては１８月、同表の備考第６



数」という。）の月数について 項の規定の適用を受ける者に

は１８月、同表の備考第６項の あっては、その者の経験年数の

規定の適用を受ける者にあって うち２年を超え７年までの経験

は、その者の経験年数のうち２ 年数（職員の職務にその経験が

年を超え７年までの経験年数 直接役立つと認められる職務で

（職員の職務にその経験が直接 あつて人事院の定めるものに従

役立つと認められる職務であつ 事した期間のある職員の経験年

て人事院の定めるものに従事し 数のうち部内の他の職員との均

た期間のある職員の経験年数の 衡を考慮して各庁の長が相当と

うち部内の他の職員との均衡を 認める年数を除く。）の月数に

考慮して各庁の長が相当と認め ついては１５月、７年超経験年

る年数を除く。）の月数につい 数の月数については１８月、同

ては１５月、７年超経験年数の 表の学歴免許等欄の「中学卒」

月数については１８月」と読み の区分の適用を受ける者にあっ

替えて同項の規定を適用した場 てはその者の経験年数のうち５

合に得られる号俸とすることが 年を超え１０年までの経験年数

できる。 （職員の職務にその経験が直接

役立つと認められる職務であつ

て人事院の定めるものに従事し

た期間のある職員の経験年数の

うち部内の他の職員との均衡を

考慮して各庁の長が相当と認め

る年数を除く。）の月数につい

ては１５月、１０年を超える経

験年数（職員の職務にその経験

が直接役立つと認められる職務



であつて人事院の定めるものに

従事した期間のある職員の経験

年数のうち部内の他の職員との

均衡を考慮して各庁の長が相当

と認める年数を除く。）の月数

については１８月」と読み替え

て同項の規定を適用した場合に

得られる号俸とすることができ

る。

二 一般技能職員であって、行政 二 一般技能職員のうち職務の級

職俸給表㈡初任給基準表の学歴 を行政職俸給表㈡の２級に決定

免許等欄の「高校卒」の区分に された者の初任給は、規則第１

属する学歴免許等の資格を有す ５条第１項中「その者の経験年

るもののうち職務の級を行政職 数のうち５年を超える経験年数

俸給表㈡の２級に決定された者 （第２号又は第４号に掲げる者

の初任給は、規則第１５条第１ で人事院の定める職務の級に決

項中「その者の経験年数のうち 定されたものにあつては当該各

５年を超える経験年数（第２号 号に定める経験年数とし、職員

又は第４号に掲げる者で人事院 の職務にその経験が直接役立つ

の定める職務の級に決定された と認められる職務であつて人事

ものにあつては当該各号に定め 院の定めるものに従事した期間

る経験年数とし、職員の職務に のある職員の経験年数のうち部

その経験が直接役立つと認めら 内の他の職員との均衡を考慮し

れる職務であつて人事院の定め て各庁の長が相当と認める年数

るものに従事した期間のある職 を除く。）の月数にあつては、

員の経験年数のうち部内の他の １８月」とあるのは「その者の



職員との均衡を考慮して各庁の 経験年数のうち１０年から、そ

長が相当と認める年数を除 の職務の級についての給実甲第

く。）の月数にあつては、１８ ３２６号（人事院規則９―８

月」とあるのは「その者の経験 （初任給、昇格、昇給等の基

年数のうち１０年から、その職 準）の運用について）第１５条

務の級についての給実甲第３２ 関係第５項に規定する最短昇格

６号（人事院規則９―８（初任 期間から０．５年を減じた年数

給、昇格、昇給等の基準）の運 を減じた年数（以下「基準年

用について）第１５条関係第５ 数」という。）を超えない年数

項に規定する最短昇格期間から （職員の職務にその経験が直接

０．５年を減じた年数を減じた 役立つと認められる職務であつ

年数（以下「基準年数」とい て人事院の定めるものに従事し

う。）を超えない年数（職員の た期間のある職員の経験年数の

職務にその経験が直接役立つと うち部内の他の職員との均衡を

認められる職務であつて人事院 考慮して各庁の長が相当と認め

の定めるものに従事した期間の る年数を除く。）の月数につい

ある職員の経験年数のうち部内 ては１５月、基準年数を超える

の他の職員との均衡を考慮して 経験年数（職員の職務にその経

各庁の長が相当と認める年数を 験が直接役立つと認められる職

除く。）の月数については１５ 務であつて人事院の定めるもの

月、基準年数を超える経験年数 に従事した期間のある職員の経

（職員の職務にその経験が直接 験年数のうち部内の他の職員と

役立つと認められる職務であつ の均衡を考慮して各庁の長が相

て人事院の定めるものに従事し 当と認める年数を除く。）の月

た期間のある職員の経験年数の 数については１８月」と、同項

うち部内の他の職員との均衡を 第４号中「人事院の定める」と



考慮して各庁の長が相当と認め あるのは「その者の最短昇格期

る年数を除く。）の月数につい 間から０．５年を減じた年数を

ては１８月」と、同項第４号中 超える」と読み替えて同項の規

「人事院の定める」とあるのは 定を適用した場合に得られる号

「その者の最短昇格期間から 俸とすることができる。

０．５年を減じた年数を超え

る」と読み替えて同項の規定を

適用した場合に得られる号俸と

することができる。

２ （略） ３ （略）

３ ２級に決定された職員の初任給 ４ ２級に決定された職員の初任給

決定の特例 決定の特例

職務の級を行政職俸給表㈡の２ 職務の級を行政職俸給表㈡の２

級に決定された行政職俸給表㈡初 級に決定された技能職員のうち、

任給基準表の備考第１項第１号の 規則第１５条第１項、この通達の

(1)に該当する者若しくは一般技 第２項第２号又は前項第２号の規

能職員であって、同表の学歴免許 定による号俸よりも、採用された

等欄の「高校卒」の区分に属する 日において同表の１級に決定され

学歴免許等の資格を有するもの又 たものとして同条第１項、この通

は技能免許所有職員のうち、規則 達の第１項、第２項第１号又は前

第１５条第１項、この通達の第１ 項第１号の規定により得られる号

項第２号又は前項第２号の規定に 俸を基礎として２級に昇格したも

よる号俸よりも、採用された日に のとした場合に規則第２３条の規

おいて同表の１級に決定されたも 定により得られる号俸の方が有利

のとして同条第１項、この通達の な職員の初任給については、当該

第１項第１号又は前項第１号の規 規則第２３条の規定により得られ



定により得られる号俸を基礎とし る号俸をもつてその者の号俸とす

て２級に昇格したものとした場合 ることができる。

に規則第２３条の規定により得ら

れる号俸の方が有利な職員の初任

給については、当該規則第２３条

の規定により得られる号俸をもつ

てその者の号俸とすることができ

る。

以 上


